
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

集めている食品について 

・お米、パスタ、乾麺 ・缶詰類 

・インスタント食品  ・レトルト食品 

 

 

 

 

集める食品の条件について 

・包装や外装が破損していないもの 

・生鮮食品以外のもの 

・賞味期限が１ヵ月以上残っているもの 

・常温保存が可能なもの ・未開封のもの 

新型コロナウイルス感染

拡大の影響を受け、生活

にお困りの方をサポート

します。 

みなさまのお力を貸して

いただけませんか？ 

ご持参について（日時・場所） 

問合せ：社会福祉協議会二子玉川地区事務局 TEL080-7738-7699 FAX03-4243-2501 

玉川地域社協事務所では、コロナ緊急小
口貸付の受付で食事にお困りの方に企業
や個人の方からの寄付食品をお渡しして
おります。 
みなさまのご家庭で余っている不要にな
った食べ物を、１つからでもご持参いた
だき、ご協力いただければ幸いです。 
同じ地域で暮らす誰かの生活を支えるこ
とができる活動です。ご協力お願いいた
します。 

 

 

食で応援 

日時：７月２７日(月) 
10：00～12：00 

場所：天理教玉瀬分教会 
瀬田３－９－１３ 

※駐車場があります 

 

どんな食べ物が必要？ 皆さまのお力を貸して 

いただけませんか？ 

二子玉川地区 

ご 協 力 お 待 ち し て い ま す ！ 

 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

緊急事態にみなさん

の真心をいただける

ことで頑張れます 

地 図 
ベストライフ用賀 

瀬田三丁目公園 

天理教玉瀬分教会 グランダ瀬田 

食品をお渡ししている様子 


